
産後の休業および育児休業後の
特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保
産後の休業および育児休業後の
特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保

児童虐待防止対策の充実児童虐待防止対策の充実

　育児休業満了時以降、希望する保護者が教育・保
育事業を利用できるよう環境を整備します。また、
産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に情報提
供を行うとともに、相談支援事業の充実に向け取り
組みます。

都が実施している施策と連携を図り、本市の実情に
応じた施策を推進します。

母子家庭および父子家庭の自立支援の推進母子家庭および父子家庭の自立支援の推進
都が実施している施策と連携を図り、本市の実情に
応じた施策を推進します。

障害児施策の充実等障害児施策の充実等
都が実施している施策と連携を図り、本市の実情に
応じた施策を推進します。

労働者の職業生活と家庭生活との両立労働者の職業生活と家庭生活との両立
仕事と生活の調和を実現するため、働き方を見直し、
仕事と子育ての両立が可能となるよう雇用環境の基
盤整備を図ります。

地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化

子育て世代の保護者負担の軽減子育て世代の保護者負担の軽減

施設職員に対する支援施設職員に対する支援

ファミリー・サポート・センター事業ファミリー・サポート・センター事業 妊婦健康診査事業妊婦健康診査事業
　児童の預かり等の援助を受けることを希望する者
（利用会員）と援助を行うことを希望する者（提供
会員）が、地域の中で助け合いながら子育てをする
有償ボランティアの会員組織です。

実費徴収にかかる補足給付を行う事業実費徴収にかかる補足給付を行う事業
　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・
保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文
房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要す
る費用、または行事への参加に要する費用等を助成
する事業です。

　妊婦の健康の保持および増進を図るため、妊娠に
対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計
測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の
適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業で
す。

多様な主体が参画することを促進するための事業多様な主体が参画することを促進するための事業
　待機児童解消加速化プランによる保育の受け皿拡
大や子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のため
に、多様な事業者の能力を活用しながら、保育所、
小規模保育などの設置を促進していく事業です。

児童虐待防止ネットワーク事業児童虐待防止ネットワーク事業
　青梅市要保護児童対策地域協議会（子どもを守る
地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機
関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性
強化を図るとともに、児童福祉専門員等による研修
会を開催する事業です。

２　その他関連施策２　その他関連施策２　その他関連施策

６

一時預かり事業（保育所等）一時預かり事業（保育所等）
　病気やけが、冠婚葬祭など、保護者の事情でやむを得ず家庭での
保育が困難になった場合、保育所等で未就学児を一時的に預かる事
業です。育児による疲労・ストレスなどを感じた場合も利用できます。

平成 26年度の現状

●東部地域：認可保育所　　７園
　　　　　　認定こども園　１園
　　　　　　家庭福祉員
●西部地域：認可保育所　　１園

保育所施設整備実施園に一時預かりの実施について協議していきま
す。
現在実施している園の増築により、定員を増加します。

病児・病後児保育事業病児・病後児保育事業
　病気や病気の回復期にあるお子さんを対象に、保育所での集団保育が困難で、かつ保護者の事情により家庭
で保育できないときに一時的に保育する施設です。

平成 26年度の現状

●東部地域：病後児保育室　１施設
　保育所等に入所していなくても利用できるようにします。
利用者の利便性を考慮して、ファミリー・サポート・センターの利用
を検討します。

学童保育事業（放課後児童クラブ）学童保育事業（放課後児童クラブ）
　仕事などにより、昼間保護者が家庭にいない児童を対象に、遊びや生活の場を提供します。

平成 26年度の現状

●東部地域：11小学校
●西部地域：３小学校
●北部地域
　小曾木地区：１小学校
●北部地域
　成木地区：１小学校

　利用希望者が多く待機児童が発生しているため、既存の施設を利用した拠点
方式の開所を検討します。待機児童を対象に、８月に夏休み学童保育事業を実
施します。

延長保育事業延長保育事業
　通常の保育時間の前後に、保育所が在所児を預かる事業です。本市では、仕事や一時的な用事などに応じて、
延長保育を実施しています。

平成 26年度の現状

●東部地域：全園　　30分延長　４施設、１時間延長　10施設、２時間延長　11施設
●西部地域：全園　　30分延長　３施設、１時間延長　１施設
●北部地域：全園　　30分延長　１施設、１時間延長　１施設

幼稚園の預かり保
育を充実させます。

一時預かり事業（幼稚園）　一時預かり事業（幼稚園）　
平成 26年度の現状

●充足しています。
ファミリー・サポート・
センター事業の提供会
員を増員します。

一時預かり事業（ﾌｧﾐﾘ ・ーｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ等）一時預かり事業（ﾌｧﾐﾘ ・ーｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ等）
平成 26年度の現状

●ファミリー・サポート・センター事業
　利用会員　534人
　提供会員　172人
　両方会員　７人

５

①利用者推計総数
　　低学年（１～３年生）
　　高学年（４～６年生）
②確保提供総数
　　低学年（１～３年生）
　　高学年（４～６年生）
差異（②－①）

1,312 人
1,307 人

5人
1,374 人
1,370 人

4人
62人

2,005 人
1,421 人
584人
1,390 人
1,390 人

0人
－615人

2,034 人
1,386 人
648人
1,695 人
1,695 人

0人
－339人

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度


